
三
二

の
で
、
委
員
会
付
託
を
省
略
し
て
直
ち
に
採
決
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
三
森
文
徳
議
長　

ご
異
議
が
な
い
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　

第
四
十
二
号
議
案
を
採
決
い
た
し
ま
す
。
伏
木
由
佳
子
氏
の
栃
木
県
教
育
委
員
会
委
員
再
任
に
つ
い
て
、
同
意
す
る
こ
と
に
ご
賛
成
の
議
員

の
起
立
を
求
め
ま
す
。

　
　
　

（
賛
成
者　

起
立
）

○
三
森
文
徳
議
長　

起
立
全
員
で
あ
り
ま
す
。

　
　

し
た
が
っ
て
、
第
四
十
二
号
議
案
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
　

次
に
申
し
上
げ
ま
す
。
た
だ
い
ま
上
程
中
の
第
二
十
六
号
議
案
か
ら
第
二
十
八
号
議
案
ま
で
及
び
第
三
十
八
号
議
案
に
つ
い
て
は
、
地
方
公

務
員
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
委
員
会
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
三
森
文
徳
議
長　

日
程
第
二　

岩
崎
信
議
員
ほ
か
十
三
名
の
議
員
か
ら
議
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　

議
第
十
八
号

　
　
　
　

栃
木
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　

右
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
、
栃
木
県
議
会
会
議
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
ま
す
。

　
　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
日

提
出
者　

栃
木
県
議
会
議
員　
　

岩　
　
　

崎　
　
　
　
　
　
　

信　
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三
三

二
月
二
十
日
（
木
曜
日
）

同　
　
　
　
　
　
　
　

佐　
　
　

藤　
　
　
　
　
　
　

良　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

山　
　
　

口　
　
　

恒　
　
　

夫　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

齋　
　
　

藤　
　
　

淳　

一　

郎　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

相　
　
　

馬　
　
　

政　
　
　

二　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

五　

十　

畑　
　
　

一　
　
　

幸　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

関　
　
　

谷　
　
　

暢　
　
　

之　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

中　
　
　

島　
　
　
　
　
　
　

宏　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

阿　
　
　

部　
　
　

寿　
　
　

一　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

琴　
　
　

寄　
　
　

昌　
　
　

男　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

斉　
　
　

藤　
　
　

孝　
　
　

明　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

相　
　
　

馬　
　
　

憲　
　
　

一　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

螺　
　
　

良　
　
　

昭　
　
　

人　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

石　
　
　

坂　
　
　

真　
　
　

一　
　
　

　
　

栃
木
県
議
会
議
長　
　

三　

森　

文　

徳　

様

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

　

栃
木
県
条
例
第　
　
　

号

　
　
　
　

栃
木
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

栃
木
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
栃
木
県
条
例
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三
四

第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
の
表
宇
都
宮
市
・
上
三
川
町
の
項
中
「
河
内
郡
上
三
川
町
」
を
「
上
三
川
町
」
に
改
め
、
同
表
栃
木
市
・
岩
舟
町
の
項
中
「
栃
木

市
・
岩
舟
町
」
を
「
栃
木
市
」
に
改
め
、
「
及
び
下
都
賀
郡
の
う
ち
岩
舟
町
」
を
削
り
、
同
表
鹿
沼
市
・
西
方
町
の
項
中
「
鹿
沼
市
・
西
方

町
」
を
「
鹿
沼
市
」
に
改
め
、
「
及
び
上
都
賀
郡
西
方
町
」
を
削
り
、
同
表
小
山
市
・
野
木
町
の
項
中
「
下
都
賀
郡
の
う
ち
」
を
削
り
、
同
表

那
須
塩
原
市
・
那
須
町
の
項
中
「
那
須
郡
の
う
ち
」
を
削
り
、
同
表
さ
く
ら
市
・
塩
谷
郡
の
項
中
「
及
び
塩
谷
郡
」
を
「
、
塩
谷
町
及
び
高
根

沢
町
」
に
改
め
、
同
表
那
須
烏
山
市
・
那
珂
川
町
の
項
中
「
那
須
郡
の
う
ち
」
を
削
り
、
同
表
芳
賀
郡
の
項
中
「
芳
賀
郡
の
」
を
「
益
子
町
、

茂
木
町
、
市
貝
町
及
び
芳
賀
町
の
」
に
改
め
、
同
表
下
都
賀
郡
北
部
の
項
中
「
下
都
賀
郡
北
部
」
を
「
壬
生
町
」
に
改
め
、
「
下
都
賀
郡
の
う

ち
」
を
削
り
、
同
表
備
考
中
「
郡
及
び
」
を
削
り
、
「
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日
」
を
「
平
成
二
十
六
年
四
月
五
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　
　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
初
め
て
行
わ
れ
る
一
般
選
挙
か
ら
施
行
す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
三
森
文
徳
議
長　

議
第
十
八
号
を
議
題
と
し
、
審
議
に
入
り
ま
す
。
議
第
十
八
号
に
つ
い
て
提
出
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
斉
藤
孝
明
議
員
。

　
　
　

（
二
十
六
番　

斉
藤
孝
明
議
員
登
壇
）

○
二
十
六
番　

斉
藤
孝
明
議
員　

提
出
者
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
第
十
八
号
栃
木
県
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に

選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

　
　

昨
年
十
二
月
十
一
日
に
公
布
さ
れ
た
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
お
い
て
、
「
郡
市
の
区
域
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
選
挙
区

に
つ
い
て
、
「
市
町
村
を
単
位
」
と
し
て
、
都
道
府
県
が
条
例
で
自
主
的
に
規
定
で
き
る
等
所
要
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
改
正
を

受
け
、
ま
た
、
本
県
の
市
・
町
の
合
併
状
況
も
踏
ま
え
、
今
回
の
条
例
提
案
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
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